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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議 案 第 ９ 号 

 

三田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

介 護 保 険 課 

 

【関係法令】 

  介護保険法（平成９年法律第 123 号） 

 

【改正趣旨】 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、第１号被保険者の保険料率

の軽減強化を図るに当たり、当該条例の一部を改正しようとするも

の。 

 

【改正内容】 

  平成 27 年４月から一部実施している低所得の第１号被保険者に

対する保険料軽減について、令和元年度及び令和２年度の保険料の

更なる軽減強化を図るもの。 

  

段階 

 

年額保険料 

【現行】 

年額保険料 

【改正後】 

第１段階 30,350 円 25,290 円 

第２段階 42,150 円 37,940 円 

第３段階 50,580 円 48,900 円 

 

【施行期日】 

  公布の日 

 
 


